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Abstract

The development of a rapid aging society and a society which attaches importance on wel-

fare has brought a new idea to the enterprise its product development.

Recently, a study on "barrier- free" has been aggressively progressed, from which the con-

struction of a town is being pursued. This is not only for the elderly or the handicapped, it will

enable every individual to act freely and safely in the local society without hindrance, so they

can actively participate in the local society.

A system examined in this thesis helps to support the sight handicapped when walking. In

other words, the system guides the sight handicapped to walk on their own and to guide them

to any location such as a public building.

The vision for the future is the construction of a town, that incorporates the ITS (Intelli-

gent Transport Systems) which is advanced at present by the Ministry of Construction, the

National Police Agency, and so on.

キーワード:福祉、視覚障害、高齢化社会、情報通信、技術革新

Keywords : Walfare, Sight handicapped, Aging society, Information telecommunication,

Technological innovation
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I.　はじめに

国際公共政策研究 第5巻第2号

急速な高齢化社会の進展や、福祉重視型社会への移行は、企業における商品開発にも、福

祉社会に貢献することを重視するなど、新しい考え方をもたらしている。

近年、 「バリアフリー」に関する研究が積極的に進められている。高齢者や身体障害者をは

じめ、あらゆる人が支障なく、自由に、安全に活動することができ、積極的に社会参加でき

るような街づくりが進んでいる。

本稿は、視覚障害者の単独歩行を補助し、一人で歩行するための誘導や、公共の建物など

の位置を案内するシステムの開発を通して、身体障害者や高齢者がのびのびと安全に暮らせ

る街づくりを検討するものである。

「まちづくり」を考える時、筆者たちのような普通の人には忘れてはならないことがある。

それは、この「普通」であることのありがたさである。歩道を歩く時、表面がゴツゴツして

いる黄色のタイルをよく目にする。このタイルは視覚障害者のための「歩行誘導タイル」な

のである。しかし、 「普通」の人にとっては、このタイルの表面の凸部が障害になり、特にハ

イヒールの女性がこの障害物のために転倒するという小さな事故をよく耳にする。筆者たち

は「普通」であることのありがたさを忘れて、この障害物である「黄色のタイル」を苦々し

く思うことになる。また、車椅子の人にとっては、視覚障害者のための歩行誘導タイルが、

バリヤーになっているのが現状である。

このような環境にある現在、 「まちづくり」を考える時、障害者が安全にそしてのびのびと

暮らせるまちづくりをすることができれば、「普通」の人にとってもすばらしいまちになるで

あろう.また、その「まちづくり」の気持ちの中には、バリアフリ-を超えたユニバーサル

デザインの思想が流れていなければならない。

本稿の目的とするまちづくりは、障害者の中でも、最もバリアーが高いと思われる視覚障

害者のためのユニバ-サルデザイン化されたまちづくりを考えて行きたい。そして、 「普通」

であるありがたさを常に心に刻みながら、この「まちづくり」に向かってできるだけの協力

と努力をして行かねばならないと考える。

筆者はこれまで企業において、新製品やシステムづくりのために、調査・研究を進めてき

た。市場競争を優位に展開し、企業利潤獲得のために様々な活動を続けてきたが、この度、

大学の教員として、研究活動や教育に携わることになった。これまでは営利獲得が使命であ

る企業人として、商品開発のために色々な市場調査や技術研究さらには開発設計など、様々

な活動を進めてきたが、これからはこの新しいスタンスを生かした研究活動をしたいと考え

る。つまり、これまで企業で蓄積した科学技術、市場調査、開発設計、企画などの実績を生
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かし、非営利的な立場から視覚障害者のためのまちづくりを考えて行きたO。

視覚障害者のためのユニバーサルデザイン化された「まちづくり」は、いわゆる弱者に安

全なまちであり、当然ながら筆者たちにとっても心豊かなまちになる。視覚障害者、特に全

盲の方などは、街を単独歩行する時は、家を出たら生きて帰れない場合まで覚悟して出掛け

る方も多いといわれている。このことを考えると、 「普通」である筆者たちがこういったまち

づくりを考えることは一つの義務とも言えよう。

以上の様に、これまでの経験を生かし、新しいスタンスで提唱する「新しいまちづくり」

を説明しよう。

2.視覚障害者のためのまちづくりの背景

急速な高齢化の進展、福祉重視型社会への移行は、企業における商品開発活動にも新しい

考え方をもたらしている。近年、一部では「バリアフリー」という問題に対して積極的な取

り組みが進められている。つまり、高齢者や身体障害者をはじめ、誰もが大きな支障を感ず

ることなく地域社会の中で移動や活動をすることができ、積極的に社会参加ができるような

環境づくりが進められている。

このような状況の中で、平成12年5月、高齢者や身体障害者などの公共交通機関を利用し

た移動の利便性や安全性の向上を促進することを目的とした「交通バリアフリー法」が成立

した1)Oこれにより、公共交通事業者には、エレベーターやエスカレーターの設置、低床バス

の導入などが法的に義務付けられた。しかし、バリアフリーデザインは特定の人だけを対象

とした解決方法であり、このバリアフリーデザインの限界を解決するために、 「ユニバーサル

デザイン」2)という考え方が提唱されるようになった。

行政も従来からバリアフリーデザインやユニバーサルデザインを活用した商品開発の支援

を推進している。例えば、通産省では、デザインの優れた商品や施設を選定、推奨すること

により、国民生活の質的向上と産業の振興を図ることを目的とした「グッド・デザイン賞(G

マ-ク)」を選定している。このなかで、 1997年から新たをと「ユニバーサル・デザイン賞」を

設けている。また、名古屋市では新商品開発支援事業として、主に中小企業を対象として、

ユニバーサルデザインによる商品開発を支援している。

本稿で検討する「まちづくり」は当初から大掛かりなまちづくりを進めることを意図して

いない。身体障害者用具を企画・開発することから始めようとするものである。新しい用具

1)正式には「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」という。
2)アメリカ、ノースカロライナ州立大学のユニバーサルデザインセンターの創始者であり建築家のロナルドメイスが
はじめて提唱した。
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を製品化することからはじめて、その仕組みを徐々に敷設することから始め、やがてまち全

体に、最終的には全国的に導入できるようなシステムである。またそのシステムは、ユニバ

ーサルデザインされ、 「普通」の人にとっても大変有益性のあるシステムなのである。

こういった福祉型の製品は、地道な調査や研究が必要であり、その反面、一般的に事業と

しての市場性が高いとは言えないため、企業での研究活動は低調にならざるを得ない。しか

し、この地味な研究も行政や自治体あげて、高い評価のもとに採用が決まれば、企業として

も大変魅力のある製品に変わることになり、積極的な参加が得られることになろう。そして、

企業の手で当該製品が作られ「まちづくり」の中に取り込まれれば、障害者のための新しい

まちと生まれ変わることになる。

その製品とは、身体障害者の中で特に視覚障害者の歩行を補助するための誘導システムに

関するものである.このシステムは、電子回路が組み込まれた「自杖」と胸のポケットなど

に携帯する「モバイル型音声誘導器」、そして電子部晶が組み込まれた「歩道用タイル」から

構成されている。

3.ユニバーサルデザイン化されたシステムの全体像

本稿で提案する「視覚障害者歩行誘導システム」により、視覚障害者が安心してまちを単

独歩行できるようにすることができれば、そのまちは安全で明るいまちであるバロメータ-

になるo　しかし、前述したようにユニバーサルデザイン化されてたものであることが大切で

ある。この提案をすることにした背景や提案の意義などについて説明する。

a.ユニバーサルデザインされた新しい絵文字タイル

バリアフリーデザインは、高齢者や身体障害者にとっての障害を取り除くためのデザイン

である.視覚障害者が移動や行動をするにあたっての障害を除去し、安全で利用しやすい歩

行誘導システムを提供することである。

しかし、バリアフリーデザインは特定の人だけを対象とした解決法方法となっている。つ

まり、ある人の障害を取り除くためのデザインが、他の人にとってはなんの役に立たないど

ころか、かえって新たな障害を生むといった問題がある。例えば、視覚障害者のための歩行

誘導タイルが、車椅子使用者にとっては障害物になる場合などである0

また、バリアフリーデザインが特定の人に対する特定の解決方法であることから、車椅子

用階段昇降装置のように特別な設備となり、車椅子使用者意外に利用されることがないにも

かかわらず、設置や維持管理に多大なコストがかかるといった問題がある。このようなバリ

アフリーデザインの限界を解決するために新たに提唱されたのが、ユニバーサルデザインと
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いう考え方である。

ユニバーサルデザインとは、前述したように、その提唱者であるロナルド・メイズによっ

て、 「できる限り最大限すべての人に利用可能であるように、製品、建物、空間をデザインす

ること」と定義されている3)。つまり、ユニバ-サルデザインとは、年齢や性別を問わず、身

体が不自由な人にとってもそうでない人にとっても、できるだけ使いやすく安全なサービス

を提供することといえよう。

身体障害者が、車椅子を使用してまちを移動するとき、視覚障害者歩行誘導タイルの表面

の凸部形状が、車椅子の進行を困難にしている現状に直面した。単独歩行をする視覚障害者

には当該誘導タイルは重要な設備であるが、他の人にとってはバリアなのである。ここにバ

リアフリーデザインからユニバーサルデザインという課題に注目した0

視覚障害者歩行誘導装置の現状を調査すると、現在の歩行誘導タイルは他の身体障害者に

とっては障害になっているという多くの「声なき声」が聞かれた。また現在の歩行誘導タイ

ルはごく単純なもので、位置と方向の情報を示すだけになっている。つまり、 『停止・確認』

と『この方向に進め』の2種類の情報しか扱えないので、真に伝えたい情報が伝達できない。

そのために、視覚障害者の中でも単独歩行のできる人は、ほぼ20人に1人という非常に少な

い状況になっている4)。そこで、単独歩行の出来ない多くの人たちが安心して外出できる補助

手段で、設置のための費用負担が少ない、他の通行者の迷惑にならない歩行誘導タイルが必

要になる。さちに、当該タイルと電子や情報技術を応用した音声誘導機能とで構成した「モ

バイル型視覚障害者歩行誘導システム」へと着想が進展した。

b.福祉型産業への働きかけ

企業は絶えず新技術、新商品、新市場を創造し、常に業界に先手をとり、利益を確保し、

将来の発展に備えている。そのために、経常方針を立て、綿密な経営戦略のもとに、様々な

企業活動が進められている。

このように、企業は利潤を追求するものであるという考え方に支配され、利潤を度外視し

た企業活動という概念は受け入れがたいのが当然であった。しかしその一方で、一部の企業

経営者がこうした既存の概念から離れて、身体障害者などの社会的弱者への福祉活動を、企

業利潤を犠牲にして提供し始めている。一般的には、このような準公共財やサービスの民間

による提供は「公益活動」と定義されている。また、これは公益活動のための慈善的寄付好

意なども含めて広く「フイランソロピ-」と呼ばれている。

3)古瀬〔5〕 pp.4-5。
4)愛知視覚障害者協議会「音声誘導機器フォーラム」 (2000年7月9日、半田市雁宿ホールにおいて)での聞き取り調
査より。
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福祉型商品の中には、営利組織である企業活動の利潤原理との整合性は無視しなければな

らないものも少なくない。特に、本提案システムである「視覚障害者歩行誘導システム」な

どは、福祉機器市場の中でも市場性が不透明で、需要数もつかめず、当該商品による利潤が

追求できるものとは考えられないのが現状である。

しかしながら、今日多くのフィランソロピー活動にみられるように、企業の社会的貢献が

叫ばれ、利潤を直接もたらさない活動が民間企業で盛んに推進されている。これは、企業が

営利から慈善へと理念を変化させた結果であると説明することもできるが、企業の行為は、

企業の狙いがどこにあろうが、当該企業に対する社会的評価は高くなり、多くの消費者から、

その企業の商品が好感を持って受け入れられることになろう。そして、これらの活動は別の

視点からすれば、短期的な利潤の追求を差し控え、自己の利益の長期的な確保のために、公

益活動に貢献する活動ともとらえることができよう。

本提案システムが商品化されたとしても、その事業経営は、短期的には整合性の取れない

ものであるが、元来、当該システムが係わる福祉機器市場の規模は大きく、多くの産業が低

成長でかつ低迷する中にあっても、成長率も高い数値を示している。高福祉社会を迎える今

日、これからも高い成長率を維持して行く市場であろう。ただ、この市場の成長率は商品ご

とに高低差が大きく、すべての商品が高成長とはいえない、むしろ本提案の視覚障害者向け

商品のように、企業の利潤計画とは不整合なものが多いといえよう。

今日の高福祉社会にマッチングした成長率の高い商品を製造し、高い収益を上げている企

業は、これまで地道な商品研究と経営資源を投入してきた企業であり、その成果が消費者の

評価と高い業績に繋がったものと考えられる。筆者は、こういった事情を説明し、本提案シ

ステムの商品化に取り組んでくれるよう企業に働きかけるつもりである。その意味でも次に

現在の福祉機器市場を説明したい。

4.福祉機器業界の現状と展望

福祉機器産業の市場規模を把握するにあたり、 (財)日本システム開発研究所が実施した調

査資料をもとに検討する5)0

福祉用機器の市場規模を分析する時、どのような額域までを福祉用機器と考えるのかとい

う問題があるが、当該調査では、かなり広い意味で福祉用機器をとらえている。例えば、義

肢・義足、車椅子などは当然であるが、眼鏡、補聴器、温水便座、紙おむつ、さらにホーム

エレベーターなどの嶺域まで、幅広い商品が含まれているO　当該調査によれば、福祉用機器

5) 「財団法人　日本システム開発研究所」が平成12年1月から2月にかけて、全国570社に対して実施した「福祉用商
品の売上高推移調査」などの市場調査による。
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表1　福祉用機器の市場規模

(単位:百万円)

25

大分類名 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年

治療訓練用具 22,551 24,721 34,440 20,974 15,594 3,334

義肢.装具 3,710 3,981 4,719 4,909 5,971 7,814

パI ソナルケア関連用具 72,298 84,153 95.014 115,121 149,662 146,082

移動機器 22,114 22,889 8,471 49,654 43,948 68,801

家事用具 240 261 309 292 424 1,528

家具.建物 .建築設備 29,687 36,845 44,301 52.780 64,037 59,591

コミニュケI シヨン関連機器 6,524 7,164 21,380 26,699 19,395 19,674

操作用具 57 49 595 637 819 676

環境改善機器.作業用具 252 388 762 170 736 241

レクリエーション用具 39 39 6 15 33 225

社会参加支援機器.施設 440 450 261 30 1,543 3,939

福祉施設用機器システム 1,846 2,220 2,687 1,212 2,470 3,249

出版物、ゲートボール等遊戯 80 98 96 179 16 16

その他 490 610 954 1,796 5,694 6,009

合計 160,328 183,868 233,995 274,468 310,341 321,181

伸び率 (% ) - 14.7 27.3 17.3 13.1 3.5

の市場規模の推移は表1のようになる。

98年度の福祉用機器の市場規模は対前年度比3.5%の伸びであり、 97年度の13.1%、 96年度

の17.3%などのように、以前と比較すると伸び率が低下している。これは、福祉に係わる住

宅設備機器などで、数量の増加を単価の減少が相殺し、市場規模が減少した品目があること、

医療機関向け製品などで数量が減少し、市場規模が減少したことなどが原田であると考えら

れる。一方、前年まで引き続き数量、市場規模とも高い伸びを示している品目もある。これ

らの違いは、商品ごとに指向する市場が異なると共に、その市場が、住宅着工数、消費者物

価指数などのマクロ経済指標や医療保険の財政状況などからそれぞれ異なった影響を受けて

いるためであると考えられる。

表1によれば、 1998年度の伸びは減少しているものの、福祉型の商品規模はかなり大きい

こと、そして一般的な商品市場の伸びが低迷している今日にあっても、着実に伸びている市

場であることが確認できよう。

このように、福祉用機器市場の規模は大きく、 1998年度では3200億円の市場である。今後、
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高福祉型社会が進展するに従がい益々成長することになろう。しかし、前述したように福祉

型商品には、品目毎に成長率の高低差が大きいこと、また多くの商品が事業収益とは不整合

であることを考えなければならない。

当該「新型視覚障害者歩行誘導システム」も、商品購入の対象者が全国でも僅か14万人で

あり、将来性があるとは考えられない商品といえよう6)0

企業がこのニッチで収益性のない商品を研究し、製品開発を進めるのは、企業の利潤獲得

という使命を越えた、社会的貢献を考えているからである。なぜなら、企業は多くの商品開

発を進め、多くの消費者がそれを受け入れ、その結果、企業は多くの利潤を得ることができ

たと同時に、当該システムを開発できるだけの技術開発力を蓄積することができたからであ

る。

5.従来の視覚障害者音声案内装置

近年、公共機関などに視覚障害者音声案内装置が装備されるようになった。これらの装置

は、視覚障害者の単独歩行の障害を改善する一手段として考えられているが、装置が大掛か

りでコスト的な問題があり限られた施設しか装備されていない。また、一方では障害者のた

めに「歩行時間延長信号機(弱者感応式信号機)用小型送信機」が商品化されたり、バリアフ

リ-のまちづくりが進められているが、まだ本格的な導入には至ってはいない。しかし、視

覚障害者が単独歩行で外出する場合、音声案内があれば非常に有効であることは容易に理解

できよう。こういった需要に応えるために、数社から音声案内装置が開発され、既に一部に

利用されている。ここで、これまでに開発された、音声案内装置について表2で説明しよう7)0

表2で説明する音声案内装置は、既に一部で実用化されているo　しかし、これらの装置に

はいくつかの問題がある。例えば、音声案内すべき公共施設、駅、便所などに固定設置され

ているため、視覚障害者がその場所まで行ってはじめて音声案内を聞くことができるもので

ある。つまり、色々なセンサーが視覚障害者の来訪を検知することで、施設などに装備した

スピーカーより、当該場所の説明をする仕組みとなっている。

~他にも、設備が大掛かりになり、コスト的負担が大きく、設置場所が限られること。その

上、視覚障害者でない人にとっては、耳障りになる場合も多く、今後、携帯電話などとのト

ラブルを引き起こすことも考えられよう。いわゆるユニバーサルデザインという視点からい

くつかの課題が提起されることになる。

6) 1996年11月10日の「中日新聞、朝刊」に、厚生省、 「東京視力障害者の生活と権利を守る会」などの協力による「盲
導犬普及の実態」が示され、全盲者14万854人、それ以外の視覚障害者41万6647人である。
7)日本リハビリテーション工学協会〔10〕及び各社の商品説明資料を参照する。
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表2　視覚障害者用音声案内装置

*

企業名 作動方式 携帯物 動作の仕組み

池野通建 電波 送信機 送信桟のスイッチを押すと電波が発信され、設置された装置から昔

声が流れる0

アルプス '! ォ 逮.信機 送信機の電源を入れ携帯することで、電波が約 3 秒間隔で断続的に

電気 送信される0

ウツミ 磁気 磁気 シー 自杖に貼り付けされた磁気シートによる磁場の変化を、哩没された

卜 磁気センサI が検知すると、音声案内が流れるO

N E C 磁気 専用杖 磁気ブロックの埋設された誘導路を、磁気を検知 して振動する専用

自杖を用いてたどる0

電磁誘導 発振器 埋設されたアンテナ板から発信される電波に対 し、自杖などに貼 り

付けられた発信器が反射波を出し、その反射波をアンテナ板が受信

することで音声案内が流れる0

日本道路 磁界 ラジオ 埋設されたコイルからの磁界内に入ると、携帯 している市販のラジ

オで案内を聞くことができる0

赤外線 発光器 発光器の電源を入れて携帯することで、設置された装置が赤外線を

検知 し、音声案内が流れる0

圧力 な し 誘導ブロックの下に圧力センサ I を埋設 し、その上に乗る (歩行す

る) と、近傍に埋設されたスピーカから音声案内が流れる0

すでに、視覚障害者のための歩行誘導タイルについて、ユニバーサルデザインが必要なこ

とを説明したが、当該音声誘導装置についてもユニバーサルデザインという考え方が必要に

なった。例えば、案内も、視覚障害者だけでなく、 「普通の人」にも有用な音声案内装置とい

う視点で見なおす必要があろう。そこで「新型歩行誘導タイル」と~ 「モバイル型音声誘導装

置」とで構成する「新型視覚障害者歩行誘導システム」を開発することとなった。

6.安全なまちづくりのための新システム

従来から使用されている歩行誘導タイルは、道路において一度設置したら、長期間の耐久

性があり、自杖と共に外出する視覚障害者の主要な歩行補助手段として利用されている。

現在では広く普及されているものの、これまで説明したように、いくつかの問題点があり、

より優れた商品の開発を必要としている。急激な社会の福祉化や高齢化が進む21世紀に向け、

視覚障害者のためのバリアフリーデザインからユニバーサルデザインへの進展を必要として

51*

次に、ユニバーサルデザインされた「新型視覚障害者音声誘導システム」の商品開発への

経緯を説明しよう。
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a.視覚障害者の現状と課題

視覚障害者の中でも、単独歩行のできる全盲の人が極端に少ない最大の要因は、障害物の

前に設置してある『停止・確認』を意味する点状タイルの周辺に、その先がどうなっているか、

どうすればよいかを具体的に伝えるものが何もないことである。

全盲の人は、自分でその状況が確認できないため、実際にその場所に行き、体験して頭の

中に音や匂いや風などの歩行者用地図(メンタルマップ)を作り、記憶しておくのである。

そして歩行する際はそのメンタルマップにより絶えず自分の位置を確認しながら、安全な単

独歩行を行っている8)0

しかし、この行動は誰にでもできるものではなく、たとえできたとしても大変な努力を必

要とする。まして、これらの情報が全くないはじめての場所では、安全に歩行することは困

難さを伴う。

そこで、本稿の新型音声誘導システムが登場することになる。この誘導システムは、 ①新

型誘導タイル、 ②誘導用白杖、 ③モバイル型誘導音声発声器から構成されている。地図情報

をもった当該新型誘導タイルを、歩行誘導用ライン上の『停止・確認』を示す点状タイルの

周辺に追加しておけば、メンタルマップ作成や記憶と対応する位置の確認などが不要となり、

歩行者は、誘導タイルによって提供される情報に従がって対応して行けば、方向を間違える

こともなく確実に歩行できることになる。

新型誘導タイルには、携帯する日枝を利用して音声案内をする携帯器からの電波を共振さ

せるための電子部品(インダクタンスL、コンデンサーC)を内蔵している.また、携帯器

を持っていない人は、足の裏で触知することで情報を得るようにするために、表面に絵文字

や点字文字になった凸部パターンをつけた構造にして、場所案内や周囲状況の説明が、音声

と触知の二つの系統で伝達できるようにしている。

しかし、一般的にバリアフリーデザインは特定の人(この場合は視覚障害者)を対象とし

た解決方法であり、ある人の障害を取り除くためのデザインが他の人に対して、新たな障害

を生んではならないための工夫を施している。例えば、タイル表面には、水が付着しても滑

らない材質を使い、可能な限り凸部を低く小さくして他の歩行者や車椅子、自転車などの妨

げにならない表面にしてある。この新型タイルが利用しやすいのは、既存の誘導用タイルと

同様、固定するだけで設置ができ、メンテナンス(保守点検)やランニングコストを必要と

しない。特に、歩道の舗装工事にこれを採用すれば、敷設工事費や工期もタイル補修に係わ

る部分だけで済むことになり、大きな費用対効果が得られることになる。

8)津田〔16〕参照。
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b.開発の背景

本稿で提案するまちづくりは5つのステップがあり、それらは直ぐに具体化できるものか

ら、自治体や関係機関と調整しながらシステムに組み込んで行くかなり長期間を要するもの

へと幅広い。以下順番に説明しよう。

第1ステップとしては、ユニバーサルデザインされた新型絵文字タイルの開発、製造があ

る。このタイルをVLタイル(VisualLanguageTile)と呼ぼう。 VLタイルは、その場所

を「モバイル音声誘導器」で案内するための信号を発生させる電子部晶が挿入されている。

初期の段階では「モバイル音声誘導器」が完成していないか、都合により障害者が持ってい

なかった場合は、この絵文字だけでその場所の意味がわかるようになっている。

第2ステップでは「モバイル型音声誘導器」と電気信号(電波信号など)発生機能を持っ

た「E型白杖」の開発、製造である。この音声誘導器は、視覚障害者が胸のポケットなどに

入れて携帯するものである。第1、第2ステップが完成すれば、第1の目的である視覚障害

者の安全な単独歩行が可能になる。

第3ステップは、既設の公共施設の音声案内との相互乗り入れを実施する段階である。 「モ

バイル音声誘導器」には、 AM- FMやその他の信号を受信する機能も内蔵されているため、

電波信号による公共施設のガイダンスを聞くことができる。この場合、公共施設の領域では、

音声誘導器のオートチューニングが働くことになる0

第4ステップは、第3ステップの「モバイル音声誘導器」が、障害者を中心とした利用法

に集中していたのに対し、この段階では、一般の人にとってもこの誘導器が、まちを巡るた

めの「歩行ナビゲーター」として利用できる様に、ソフトウェアが充実されるまでになるo

つまり、私たちも「モバイル音声誘導器」を持つことにより、まちのほとんどの場所の案内

を聞くことができる段階である。

第5ステップでは、まちづくりも充実し、まちの主要な歩道のすべてに「VLタイル」が

敷設されることにより、 「モバイル音声誘導器」からの発振信号で、視覚障害者だけでなく、

すべての人の位置が「まちづくりの管理センター」で確認できるようになるO　この段階にな

ると、例えば、痴漢や暴漢にあったとき、信号を緊急発振することにより、管理センターで

は、被害者の位置を直ちに知ることができるというセキュリティシステムが完成されること

になる。高齢化社会では、 「ボケ老人」が無意識のうちに、まちを俳掴することも多くなると

思われるが、その老人の持つ「モバイル音声誘導器」が常に信号を発生していれば、その位

置を知ることもできるようになる。

この様に、本稿で提案する「まちづくり」には何段階ものステップから構成されているが、

まず身近な改良からスタートすることにより、少しづつ改善・改良が可能なものであること
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が重要なポイントである。この点に注目して、以下、具体的に進めることを前提に説明しよ

う。

C.具体的な検討

視覚障害者は外出歩行に対する不自由さと危険感から、宅内に閉じこもってしまう場合が

多い。視覚障害者自身が積極的に単独で外出してみようという気持ちになったり、装置の機

能、品質が認められ、着実に普及して行くためには、当初から次の要件を満足する必要があ

ると考えられた。

①　単独歩行する視覚障害者が必要とする具体的な情報を、簡単、タイムリ-に提供でき、

はじめての場所でも自由に歩行できること。

②　少ない予算と、短い工期で設置でき、変更や増設も容易であり、維持管理が不要で、

設置後は、放置したままでも永久にサービスが提供できること。

③　一般の歩行者や自転車、車椅子などの通行の妨げとならないだけでなく、他の障害者

や一般の人にも何らかの役に立つこと。

④　既存の誘導用施設と組み合わせて使うことにより、相乗効果が得られること。

⑤　音声誘導方式の便利さと、これまで視覚障害者が使い慣れてきた歩行誘導タイルの長

所を生かし相乗効果を持ったシステムであること。また、音声誘導器を持ち合わせな

い場合でも、誘導タイルだけで歩行できるものであること。

以上の要件のもと、これまで蓄積した技術を活用し、さらに研究を重ねながら「新型視覚

障害者音声誘導システム」の商品開発を進めた。これらの要件の中には、言うなればユニバ

ーサルデザインという考え方に通ずるものがあった。

7.新型音声誘導システムの概要

この項では、新システムの概要を説明する。ブロック図、誘導タイル、自杖式携帯器の順

に説明し、最後に当該システムの評価をまとめてみよう。

a.システムのブロック図

まず、この新型音声誘導システムの構成を説明しよう

図1は全体構成を示すブロック図である。本システムは大きく二つのユニットから構成さ

れている.第一は歩行者への誘導のための絵文字などが描かれている「新型歩行誘導タイル」、
























